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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の波長の光ビームを出射する光源と、
　上記光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、
　上記光源と上記対物レンズとの間に設けられ、上記光源から出射された光ビームの発散
角を変換する発散角変換光学素子と、
　上記発散角変換光学素子を光軸方向に移動させることにより球面収差を補正する移動手
段と、
　上記発散角変換光学素子と上記対物レンズとの間に設けられ、上記発散角変換光学素子
から出射された光ビームを上記対物レンズに入射する光ビームから一部分離する光分離手
段と、
　上記光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、
　上記光分離手段と上記制御用検出器との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
た光ビームを上記制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、
　上記集束光学素子と上記光分離手段との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
上記集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子と、
　上記光源と上記発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光
路を上記光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、
　上記戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、
　上記制御用検出器及び上記光検出器の検出結果に基づいて上記移動手段を制御する制御
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手段とを備え、
　上記光検出器は、上記戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚さの誤差に
よる球面収差の発生を検出し、
　上記制御用検出器は、上記受光面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化に
より上記発散角変換光学素子による発散角の変換後の光ビームにデフォーカス成分が生じ
た場合に、上記光分離手段で分離され上記開口制限素子及び上記集束光学素子を経て集束
される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、上記デフォーカス成分を検出し、
　上記制御手段は、上記光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、上記制御用検出器で検
出したデフォーカス成分とに基づいて、上記移動手段を制御して発散角変換光学素子の移
動量を制御する光ピックアップ。
【請求項２】
　上記発散角変換光学素子は、コリメータレンズである請求項１記載の光ピックアップ。
【請求項３】
　上記発散角変換光学素子は、ビームエキスパンダである請求項１記載の光ピックアップ
。
【請求項４】
　所定の波長の光ビームを出射する光源と、
　上記光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、
　上記光源と上記対物レンズとの間に設けられ、屈折力を可変することにより球面収差を
補正する屈折力可変素子と、
　上記屈折力可変素子と上記対物レンズとの間に設けられ、上記屈折力可変素子から出射
された光ビームを上記対物レンズに入射する光から一部分離する光分離手段と、
　上記光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、
　上記光分離手段と上記制御用検出器との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
た光ビームを上記制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、
　上記集束光学素子と上記光分離手段との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
上記集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子と、
　上記光源と上記発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光
路を上記光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、
　上記戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、
　上記制御用検出器及び上記光検出器の検出結果に基づいて上記屈折力可変素子の屈折力
を制御する制御手段とを備え、
　上記光検出器は、上記戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚さの誤差に
よる球面収差の発生を検出し、
　上記制御用検出器は、上記受光面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化に
より上記屈折力可変素子の屈折力による発散角の変化後の光ビームにデフォーカス成分が
生じた場合に、上記光分離手段で分離され上記開口制限素子及び上記集束光学素子を経て
集束される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、上記デフォーカス成分を検出し
、
　上記制御手段は、上記光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、上記制御用検出器で検
出したデフォーカス成分とに基づいて、上記屈折力可変素子の屈折力を制御する光ピック
アップ。
【請求項５】
　光ディスクに対して情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、上記光ディスク
を回転駆動するディスク回転駆動手段とを備え、
　上記光ピックアップは、所定の波長の光ビームを出射する光源と、
　上記光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、
　上記光源と上記対物レンズとの間に設けられ、上記光源から出射された光ビームの発散
角を変換する発散角変換光学素子と、
　上記発散角変換光学素子を光軸方向に移動させることにより球面収差を補正する移動手
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段と、
　上記発散角変換光学素子と上記対物レンズとの間に設けられ、上記発散角変換光学素子
から出射された光ビームを上記対物レンズに入射する光ビームから一部分離する光分離手
段と、
　上記光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、
　上記光分離手段と上記制御用検出器との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
た光ビームを上記制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、
　上記集束光学素子と上記光分離手段との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
上記集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子と、
　上記光源と上記発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光
路を上記光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、
　上記戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、
　上記制御用検出器及び上記光検出器の検出結果に基づいて上記移動手段を制御する制御
手段とを備え、
　上記光検出器は、上記戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚さの誤差に
よる球面収差の発生を検出し、
　上記制御用検出器は、上記受光面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化に
より上記発散角変換光学素子による発散角の変換後の光ビームにデフォーカス成分が生じ
た場合に、上記光分離手段で分離され上記開口制限素子及び上記集束光学素子を経て集束
される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、上記デフォーカス成分を検出し、
　上記制御手段は、上記光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、上記制御用検出器で検
出したデフォーカス成分とに基づいて、上記移動手段を制御して発散角変換光学素子の移
動量を制御する記録及び／又は再生装置。
【請求項６】
　光ディスクに対して情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、上記光ディスク
を回転駆動するディスク回転駆動手段とを備え、
　上記光ピックアップは、所定の波長の光ビームを出射する光源と、
　上記光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、
　上記光源と上記対物レンズとの間に設けられ、屈折力を可変することにより球面収差を
補正する屈折力可変素子と、
　上記屈折力可変素子と上記対物レンズとの間に設けられ、上記屈折力可変素子から出射
された光ビームを上記対物レンズに入射する光から一部分離する光分離手段と、
　上記光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、
　上記光分離手段と上記制御用検出器との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
た光ビームを上記制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、
　上記集束光学素子と上記光分離手段との間に設けられ、上記光分離手段により分離され
上記集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子と、
　上記光源と上記発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光
路を上記光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、
　上記戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、
　上記制御用検出器及び上記光検出器の検出結果に基づいて上記屈折力可変素子の屈折力
を制御する制御手段とを備え、
　上記光検出器は、上記戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚さの誤差に
よる球面収差の発生を検出し、
　上記制御用検出器は、上記受光面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化に
より上記屈折力可変素子の屈折力による発散角の変化後の光ビームにデフォーカス成分が
生じた場合に、上記光分離手段で分離され上記開口制限素子及び上記集束光学素子を経て
集束される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、上記デフォーカス成分を検出し
、
　上記制御手段は、上記光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、上記制御用検出器で検
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出したデフォーカス成分とに基づいて、上記屈折力可変素子の屈折力を制御する記録及び
／又は再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光磁気ディスク、相変化型の光ディスク等の光学的に情報の記録再生が行わ
れる光ディスクに対して情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、この光ピック
アップを用いた記録及び／又は再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、次世代光ディスクフォーマットとして、青紫色半導体レーザによる波長４００～
４１０ｎｍ程度の光源と、ＮＡ（開口数）＝０．８５の対物レンズを用いたものが採用さ
れている。この波長４００ｎｍ程度のレーザ光が照射される光ディスクは、信号記録層を
保護するカバー層の厚さを薄く、例えば０．１ｍｍとした構造のものが提案されている。
【０００３】
　このような光ディスクにおいては、従来のＣＤやＤＶＤと異なりカバー層が極薄に形成
されているため、カバー層の僅かな厚み誤差で大きな球面収差が発生し、記録再生特性に
影響することから、かかる球面収差を補正する手段が必要となる。
【０００４】
　また、従来よりＣＤやＤＶＤといった外径は同じであるがフォーマットの異なる光ディ
スクに対応した光ピックアップが提供されている。このような異なるフォーマットの光デ
ィスクに対応した光ピックアップにおいても、各光ディスクに対して出射するレーザ光の
波長や各光ディスクのカバー層の厚さの相違によって球面収差が発生し、記録再生特性に
影響することから、かかる球面収差を補正する手段が必要となる。
【０００５】
　このような球面収差を補正する手段として、光ピックアップを構成する光学素子で通過
する光ビームに屈折力を与える、例えば、コリメータレンズ、ビームエキスパンダ等の光
学素子と、この光学素子を光軸方向に移動させる駆動手段と、対物レンズとを組み合わせ
たものがある（特許文献１、特許文献２）。
【０００６】
　かかる光ピックアップにおいては、光学素子を光軸方向に移動させる駆動手段によって
、カバー層の厚み誤差に起因する球面収差をうち消すように、屈折力を与える光学素子の
屈折力を可変させることで、球面収差を補正することができる。
【０００７】
　しかしながら、この光ピックアップにおいて、振動、衝撃、及び温度特性等による光学
素子の位置の変化によってデフォーカス成分が発生し、このデフォーカス成分により補正
量が変化してしまう等の問題があった。
【０００８】
　また、球面収差を補正する手段として、光ピックアップを構成する光学素子で通過する
光ビームに屈折力を与える、すなわち、発散角を変換する素子、例えば、液晶素子と、こ
の液晶素子の屈折力を変化させる手段と、対物レンズとを組み合わせたものがある（特許
文献３）。
【０００９】
　かかる光ピックアップにおいては、液晶素子の屈折力を変化させる手段によって、カバ
ー層の厚み誤差に起因する球面収差をうち消すように、屈折力を与える光学素子の屈折力
を可変させることで、球面収差を補正することができる。
【００１０】
　しかしながら、この光ピックアップにおいて、液晶素子が温度特性により付加位相差量
の変化によってデフォーカス成分が発生し、このデフォーカス成分により補正量が変化し
てしまう等の問題があった。
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【００１１】
　このような補正量の変化を防止するために、ディスクからの戻り光の内外部の合焦位置
のずれを検出することにより、球面収差量を検出する光ピックアップがある。この光ピッ
クアップは、ディスクからの戻り光を用いることを前提にしているため、フォーカシング
した上でないと、球面収差量が検出できないという問題があった。
【００１２】
　そして、この光ピックアップを次世代光ディスク等の球面収差ずれによるフォーカスエ
ラー信号の劣化が発生しやすい系においては、球面収差量を検出するためのフォーカシン
グそのものが困難であり、戻り光の内外部の合焦位置のずれを検出することができず、安
定したフォーカシングが困難であるため、システム動作に著しい不都合を生じるおそれが
あった。このように、フォーカスエラー信号の劣化が発生しやすい系においては、フォー
カシングする層に対する、球面収差量の初期調整が必要とされる。
【００１３】
【特許文献１】特開平９－１３８３４３号公報
【特許文献２】特開平５－２６６５１１号公報
【特許文献３】特開平８－４３３４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、振動、衝撃、温度変化等によるデフォーカス成分の影響を受けること
なく、良好に保護基板厚の誤差等に起因して発生する球面収差を補正でき、安定してフォ
ーカシング及び記録再生を可能とする光ピックアップ並びにこれを用いた記録及び／又は
再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的を達成するため、本発明に係る光ピックアップは、所定の波長の光ビームを出
射する光源と、光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レ
ンズと、光源と対物レンズとの間に設けられ、光源から出射された光ビームの発散角を変
換する発散角変換光学素子と、発散角変換光学素子を光軸方向に移動させることにより球
面収差を補正する移動手段と、発散角変換光学素子と対物レンズとの間に設けられ、発散
角変換光学素子から出射された光ビームを対物レンズに入射する光ビームから一部分離す
る光分離手段と、光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、光分
離手段と制御用検出器との間に設けられ、光分離手段により分離された光ビームを制御用
検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、集束光学素子と光分離手段との間に設けら
れ、光分離手段により分離され集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制
限素子と、光源と発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光
路を光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、戻り光分岐手
段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、制御用検出器及び光検出器の検出結果に基
づいて移動手段を制御する制御手段とを備え、光検出器は、戻り光を受光することにより
、光ディスクの保護層厚さの誤差による球面収差の発生を検出し、制御用検出器は、受光
面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化により発散角変換光学素子による発
散角の変換後の光ビームにデフォーカス成分が生じた場合に、光分離手段で分離され開口
制限素子及び集束光学素子を経て集束される光ビームの合焦位置のズレを検出することで
、デフォーカス成分を検出し、制御手段は、光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、制
御用検出器で検出したデフォーカス成分とに基づいて、移動手段を制御して発散角変換光
学素子の移動量を制御する。
【００１６】
　また、本発明に係る光ピックアップは、所定の波長の光ビームを出射する光源と、光源
から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、光源と対物
レンズとの間に設けられ、屈折力を可変することにより球面収差を補正する屈折力可変素
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子と、屈折力可変素子と対物レンズとの間に設けられ、屈折力可変素子から出射された光
ビームを対物レンズに入射する光から一部分離する光分離手段と、光分離手段により分離
された光ビームを検出する制御用検出器と、光分離手段と制御用検出器との間に設けられ
、光分離手段により分離された光ビームを制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素
子と、集束光学素子と光分離手段との間に設けられ、光分離手段により分離され集束光学
素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子と、光源と発散角変換素子との間
に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光路を光源から出射される光ビームの光路
から分岐させる戻り光分岐手段と、戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出
器と、制御用検出器及び光検出器の検出結果に基づいて屈折力可変素子の屈折力を制御す
る制御手段とを備え、光検出器は、戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚
さの誤差による球面収差の発生を検出し、制御用検出器は、受光面で受光した光量に基づ
いて、振動、衝撃、温度変化により屈折力可変素子の屈折力による発散角の変化後の光ビ
ームにデフォーカス成分が生じた場合に、光分離手段で分離され開口制限素子及び集束光
学素子を経て集束される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、デフォーカス成分
を検出し、制御手段は、光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、制御用検出器で検出し
たデフォーカス成分とに基づいて、屈折力可変素子の屈折力を制御する
【００１７】
　上述したような目的を達成するため、本発明に係る記録及び／又は再生装置は、光ディ
スクに対して情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、光ディスクを回転駆動す
るディスク回転駆動手段とを備え、光ピックアップは、所定の波長の光ビームを出射する
光源と、光源から出射された光ビームを光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと
、光源と対物レンズとの間に設けられ、光源から出射された光ビームの発散角を変換する
発散角変換光学素子と、発散角変換光学素子を光軸方向に移動させることにより球面収差
を補正する移動手段と、発散角変換光学素子と対物レンズとの間に設けられ、発散角変換
光学素子から出射された光ビームを対物レンズに入射する光ビームから一部分離する光分
離手段と、光分離手段により分離された光ビームを検出する制御用検出器と、光分離手段
と制御用検出器との間に設けられ、光分離手段により分離された光ビームを制御用検出器
の受光面に集束させる集束光学素子と、集束光学素子と光分離手段との間に設けられ、光
分離手段により分離され集束光学素子に入射する光ビームの開口制限を行う開口制限素子
と、光源と発散角変換素子との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光路を光
源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分岐手段と、戻り光分岐手段で分
岐された戻り光を検出する光検出器と、制御用検出器及び光検出器の検出結果に基づいて
移動手段を制御する制御手段とを備え、光検出器は、戻り光を受光することにより、光デ
ィスクの保護層厚さの誤差による球面収差の発生を検出し、制御用検出器は、受光面で受
光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度変化により発散角変換光学素子による発散角の
変換後の光ビームにデフォーカス成分が生じた場合に、光分離手段で分離され開口制限素
子及び集束光学素子を経て集束される光ビームの合焦位置のズレを検出することで、デフ
ォーカス成分を検出し、制御手段は、光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、制御用検
出器で検出したデフォーカス成分とに基づいて、移動手段を制御して発散角変換光学素子
の移動量を制御する。
【００１８】
　本発明に係る記録及び／又は再生装置は、光ディスクに対して情報を記録及び／又は再
生する光ピックアップと、光ディスクを回転駆動するディスク回転駆動手段とを備え、光
ピックアップは、所定の波長の光ビームを出射する光源と、光源から出射された光ビーム
を光ディスクの信号記録面に集光する対物レンズと、光源と対物レンズとの間に設けられ
、屈折力を可変することにより球面収差を補正する屈折力可変素子と、屈折力可変素子と
対物レンズとの間に設けられ、屈折力可変素子から出射された光ビームを対物レンズに入
射する光から一部分離する光分離手段と、光分離手段により分離された光ビームを検出す
る制御用検出器と、光分離手段と制御用検出器との間に設けられ、光分離手段により分離
された光ビームを制御用検出器の受光面に集束させる集束光学素子と、集束光学素子と光
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分離手段との間に設けられ、光分離手段により分離され集束光学素子に入射する光ビーム
の開口制限を行う開口制限素子と、光源と発散角変換素子との間に設けられ、光ディスク
で反射された戻り光の光路を光源から出射される光ビームの光路から分岐させる戻り光分
岐手段と、戻り光分岐手段で分岐された戻り光を検出する光検出器と、制御用検出器及び
光検出器の検出結果に基づいて屈折力可変素子の屈折力を制御する制御手段とを備え、光
検出器は、戻り光を受光することにより、光ディスクの保護層厚さの誤差による球面収差
の発生を検出し、制御用検出器は、受光面で受光した光量に基づいて、振動、衝撃、温度
変化により屈折力可変素子の屈折力による発散角の変化後の光ビームにデフォーカス成分
が生じた場合に、光分離手段で分離され開口制限素子及び集束光学素子を経て集束される
光ビームの合焦位置のズレを検出することで、デフォーカス成分を検出し、制御手段は、
光検出器で検出した保護層厚さの誤差と、制御用検出器で検出したデフォーカス成分とに
基づいて、屈折力可変素子の屈折力を制御する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、発散角を変換する光学素子と対物レンズとの間に設けられた光分離手
段によって、発散角を変換されて、光ディスクに入射する前の光ビームを制御用検出器に
より受光した光量に基づいて移動手段を制御するので、振動、衝撃、温度変化等によるス
ポット品質の低下を防止し、光ディスクの保護基板厚の誤差等による球面収差を良好に補
正でき、安定したフォーカシング信号が得られるとともに、良好な記録再生動作が可能と
なる。
【００２０】
　本発明によれば、屈折力を可変する屈折力可変素子と対物レンズとの間に設けられた光
分離手段によって、屈折力可変素子を通過して光ディスクに入射する前の光ビームを制御
用検出器により受光した光量に基づいて屈折力可変素子の屈折力を制御するので、温度変
化等によるスポット品質の低下を防止し、光ディスクの保護基板厚の誤差等による球面収
差を良好に補正でき、安定したフォーカシング信号が得られるとともに、良好な記録再生
動作が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を適用した光ピックアップを用いた記録再生装置について、図面を参照し
て説明する。
【００２２】
　本発明が適用された記録再生装置１は、図１に示すように、光ディスク２から情報記録
再生を行う光ピックアップ３と、光ディスク２を回転操作する駆動手段としてのスピンド
ルモータ４と、光ピックアップ３を光ディスク２の径方向に移動させる送りモータ５とを
備えている。
【００２３】
　記録再生装置１は、例えば、ＣＤ(Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc
）、情報の追記が可能とされるＣＤ－Ｒ（Recordable）及びＤＶＤ－Ｒ（Recordable）、
情報の書換えが可能とされるＣＤ－ＲＷ（ReWritable）、ＤＶＤ－ＲＷ（ReWritable）、
ＤＶＤ＋ＲＷ（ReWritable）等の光ディスクや、さらに発光波長が短い４０５ｎｍ程度（
青紫色）の半導体レーザを用いた高密度記録が可能な光ディスクや、光磁気ディスク等の
光ディスク２に対して情報の記録及び／又は再生（以下では記録再生と記述する。）を行
うことができるようにされている。
【００２４】
　記録再生装置１において、スピンドルモータ４及び送りモータ５は、ディスク種類判別
手段ともなるシステムコントローラ７からの指令に基づいて制御されるサーボ制御部９に
よりディスク種類に応じて駆動制御されて所定の回転数で駆動される。光ピックアップ３
は、所定の波長の光ビームを照射するとともに、この光ビームの記録層における反射光を
検出する。光ピックアップ３は、検出した反射光から各光ビームに対応する信号をプリア
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ンプ部１４に供給する。
【００２５】
　プリアンプ部１４の出力は、信号変復調器及びエラー訂正符号ブロック（以下、信号変
復調＆ＥＣＣブロックと記す。）１５に送られる。この信号変復調及びＥＣＣブロック１
５は、信号の変調、復調及びＥＣＣ（エラー訂正符号）の付加を行う。光ピックアップ３
は、信号変復調及びＥＣＣブロック１５の指令にしたがって回転する光ディスク２の記録
層に対して光ビームを照射し、光ディスク２に対して信号の記録又は再生を行う。
【００２６】
　プリアンプ部１４は、フォーマット毎に異なって検出される光ビームに対応する信号に
基づいて、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号、ＲＦ信号等を生成するよう
に構成されている。記録又は再生の対象媒体とされる光ディスク２の種類に応じて、サー
ボ制御回路９、信号変復調及びＥＣＣブロック１５等により、光ディスク２の規格に基づ
く復調及び誤り訂正処理等の所定の処理が行われる。
【００２７】
　ここで例えば、信号変復調＆ＥＣＣブロック１５により復調された記録信号がコンピュ
ータのデータストレージ用であれば、インターフェイス１６を介して外部コンピュータ１
７に送出される。これにより、外部コンピュータ１７等は、光ディスク２に記録された信
号を再生信号として受け取ることができる。
【００２８】
　また、信号変復調＆ＥＣＣブロック１５により復調された記録信号がオーディオビジュ
アル用であれば、Ｄ／Ａ及びＡ／Ｄ変換器１８のＤ／Ａ変換部でデジタルアナログ変換さ
れ、オーディオビジュアル処理部１９に供給される。そしてオーディオビジュアル処理部
１９でオーディオビジュアル処理が行われ、オーディオビジュアル信号入出力部２０を介
して、図示しない外部の撮像映写機器等に伝送される。
【００２９】
　光ピックアップ３において、例えば、光ディスク２上の所定の記録トラックまで移動さ
せるための送りモータ５の制御、スピンドルモータ４の制御、及び光ピックアップ３にお
いて光集光手段となる対物レンズを保持する２軸アクチュエータのフォーカシング方向の
駆動とトラッキング方向の駆動制御は、それぞれサーボ制御回路９により行われる。
【００３０】
　レーザ制御部２１は、光ピックアップ３のレーザ光源を制御する。特に、この具体例で
は、レーザ制御部２１は、記録モード時と再生モード時とでレーザ光源の出力パワーを異
ならせる制御を行っている。また、光ディスク２の種類に応じてもレーザ光源の出力パワ
ーを異ならせる制御を行っている。レーザ制御部２１は、ディスク種類判別部２２によっ
て検出された光ディスク２の種類に応じて光ピックアップ３のレーザ光源を切り換えてい
る。
【００３１】
　ディスク種類判別部２２は、異なる光ディスク間の表面反射率、形状的及び外形的な違
い等から光ディスク２の異なるフォーマットを検出することができる。
【００３２】
　記録再生装置１を構成する各ブロックは、ディスク種類判別部２２における検出結果に
応じて、装着される光ディスクの仕様に基づく信号処理ができるように構成されている。
【００３３】
　システムコントローラ７は、ディスク種類判別部２２から送られる検出結果に基づいて
光ディスク２の種類を判別する。光ディスクの種類を判別する手法としては、光ディスク
がカートリッジに収納されるタイプであれば、このカートリッジに検出穴を設けて接触検
出センサ又は押下スイッチを用いて検出する手法があげられる。また、同一光ディスクに
おける記録層の判別には、光ディスク最内周にあるプリマスタードピットやグルーブ等に
記録された目録情報（Table Of Contents；ＴＯＣ）による情報に基づいて、どの記録層
に対する記録再生かを判別する手法が使用できる。
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【００３４】
　サーボ制御回路９は、システムコントローラ７に制御され、ディスク種類判別部２２の
判別結果に応じて光ピックアップ３における焦点距離、すなわち、後述するコリメータレ
ンズ３３の位置を制御する。サーボ制御回路９は、例えば光ピックアップ３と光ディスク
２との相対位置を検出する（光ディスク２に記録されたアドレス信号をもとに位置検出す
る場合を含む）ことによって、記録及び／又は再生する記録領域を判別できる。
【００３５】
　以上のように構成された記録再生装置１は、スピンドルモータ４によって、光ディスク
２を回転操作し、サーボ制御部９からの制御信号に応じて送りモータ５を駆動制御し、光
ピックアップ３を光ディスク２の所望の記録トラックに対応する位置に移動することで、
光ディスク２に対して情報の記録再生を行う。
【００３６】
　ここで、上述した記録再生用光ピックアップ３について詳しく説明する。
【００３７】
　本発明を適用した光ピックアップ３は、図２に示すように、所定の波長の光ビームを出
射する光源部３１と、この光源部３１から出射された光ビームを光ディスク２の信号記録
面２ａ上に集光する対物レンズ３２と、光源部３１と対物レンズ３２との間に設けられ入
射した光ビームの発散角を変換する光学素子としてコリメータレンズ３３と、コリメータ
レンズ３３と対物レンズ３２との間に設けられ、コリメータレンズ３３から出射された光
ビームを対物レンズ３２に入射する光ビームから一部分離する第１のビームスプリッタ３
４と、光源部３１とコリメータレンズ３３との間に設けられ、光ディスクで反射された戻
り光の光路を出射光の光路から分岐させる第２のビームスプリッタ３５と、第２のビーム
スプリッタ３５で分岐された戻り光を検出する光検出器３６とから構成されている。
【００３８】
　コリメータレンズ３３には、コリメータレンズ３３を光軸方向に移動させるアクチュエ
ータ４０が設けられている。コリメータレンズ３３は、アクチュエータ４０により光軸方
向に移動されることで、コリメータレンズ３３を通過した後の光ビームのパワー収差を発
生させる、すなわち通過した光ビームの発散角を変化させることができる。
【００３９】
　コリメータレンズ３３は、この発散角の変化により、光ディスク２の保護基板厚２ａの
誤差等による球面収差を補正することができるとともに、この発散角の変化に伴うデフォ
ーカス成分により、振動、衝撃、温度変化等による焦点位置のズレを補正することができ
る。ここで、デフォーカス成分とは、焦点ズレを発生させる成分のことであり、対物レン
ズ３２に入射する光ビームの発散角度が変化することにより、変化する前の所定の発散角
度のときの焦点位置に対する変化後の光ビームの焦点位置のズレ量のことである。
【００４０】
　対物レンズ３２の入射側には、対物レンズ３２に入射する光ビームの開口制限を行う開
口制限素子として第１の開口フィルタ４１が設けられている。対物レンズ３２は、コリメ
ータレンズ３３により発散角を変換され、第１の開口フィルタ４１により開口制限された
光ビームを光ディスク２の信号記録面２ａに集光することができる。
【００４１】
　また、光ピックアップ３には、第１のビームスプリッタ３４により分離された光ビーム
を検出する制御用検出部３７と、第１のビームスプリッタ３４と制御用検出部３７との間
に設けられ、第１のビームスプリッタ３４により分離された光ビームを制御用検出器３７
の受光面に集束させる光学素子３８と、光学素子３８の入射側に設けられる第２の開口フ
ィルタ４２とが設けられている。
【００４２】
　制御用検出器３７は、コリメータレンズ３３を通過した光ビームの光量を検出すること
でデフォーカス成分を検出することができる。すなわち、光ディスク２の信号記録面２ａ
上に適切に光ビームを集光させるためには、対物レンズ３２に入射する光ビームの発散角
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が所定の角度となる必要がある。コリメータレンズ３３を通過した光ビームは、適切な条
件の下では、所定の発散角度とされ、対物レンズ３２により光ディスク２の信号記録面２
ａ上に集光される。しかし、例えば、振動・衝撃による位置ずれ、及び、温度変化により
コリメータレンズ３３の屈折力の変化等が発生した場合には、コリメータレンズ３３を通
過した光ビームは、所定の角度に比べて発散角度が変化されてしまう。この発散角度の変
化に伴い、信号記録面２ａで適切に集光することができないという問題が発生する。
【００４３】
　制御用検出器３７には、適切な条件の下ではコリメータレンズ３３を通過して所定の角
度とされた光ビームが第１のビームスプリッタ３４により、一部分離されて光学素子３８
により適切に集光される。しかし、上述の振動、衝撃、温度変化により、コリメータレン
ズ３３を通過して発散角度が変化された光ビームは、第１のビームスプリッタ３４により
、一部分離されて、制御用検出器３７上に適切に集光せずにズレが生じる。そこで、制御
用検出器３７は、この内周部及び外周部における合焦位置のズレを検出することで、コリ
メータレンズ３３を通過した光ビームのデフォーカス成分、すなわち、発散角度を検出す
ることができる。さらに具体的に説明すると、通過する光ビームが所定の角度とされる適
正な位置に対して、コリメータレンズ３３が対物レンズ３２側に移動した場合には、第１
のビームスプリッタ３４を透過した光は、信号記録面２ａより手前に焦点位置がずれる。
このとき、制御用検出器３７は、第１のビームスプリッタ３４により一部分離された光ビ
ームのずれ量を検出することで、このデフォーカス成分を検出することができる。また、
通過する光ビームが所定の角度とされる適正な位置に対して、コリメータレンズ３３が光
源側に移動した場合には、第１のビームスプリッタを通過した光は、光ディスク２の信号
記録面２ａより遠い位置に焦点位置がずれる。このとき、制御用検出器３７は、第１のビ
ームスプリッタ３４により一部分離された光ビームのずれ量を検出することで、このデフ
ォーカス成分を検出することができる。
【００４４】
　光ピックアップ３は、制御用検出器３７で検出された検出信号によりデフォーカス成分
の発生を検出し、このデフォーカス成分の発生に伴う収差の補正用の信号を生成する収差
補正回路４４と、収差補正回路４４で生成された収差補正用信号を受けてアクチュエータ
４０を駆動させるアクチュエータ駆動回路４５とを備える。
【００４５】
　アクチュエータ駆動回路４５は、制御用検出器３７で検出した光ビームのデフォーカス
成分、すなわち、発散角度のズレを検出した収差補正回路４４により生成された収差補正
用信号により、コリメータレンズ３３を、最適な位置、すなわち、光ビームの発散角が所
定の角度となるような位置に移動操作して、発散角度のズレ及びこれに伴う焦点位置のズ
レがゼロとなる位置に移動させる。
【００４６】
　また、光ピックアップ３は、光検出器３６で検出された検出信号より光ディスクの保護
基板厚の誤差等による球面収差の発生を検出し、収差補正用の信号を生成する収差補正回
路４４及びアクチュエータ駆動回路４５により、アクチュエータ４０を駆動させて、球面
収差をゼロとなる位置にコリメータレンズ３３を移動させる。
【００４７】
　次に、この光ピックアップ３における、光源部から出射されたレーザ光の光路について
説明する。
【００４８】
　光源部３１から出射された光ビームは、コリメータレンズ３３により、発散角を変換さ
れて対物レンズ３２側に出射される。コリメータレンズ３３により発散角を変換された光
ビームは、第１のビームスプリッタ３４により、制御用検出器３７側にその一部が分離さ
れる。第１のビームスプリッタ３４により分離された光ビームは、第２の開口フィルタ４
２により開口制限され、光学素子３８により、制御用検出器３７に集光される。
【００４９】
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　制御用検出器３７は、対物レンズ３２に入射する光ビームから分離されたレーザ光を検
出し、このレーザ光のデフォーカス成分、すなわち、所定の角度からの光ビームの発散角
のズレを検出する。アクチュエータ駆動回路４５は、制御用検出器３７で検出された検出
信号により、収差補正回路４４で生成された収差補正信号を受けて、アクチュエータ４０
を駆動させる。アクチュエータ４０は、デフォーカス成分が適正な値となるよう、すなわ
ち、光ディスク２の信号記録面２ａに光ビームが適切に集光するようにコリメータレンズ
３３を移動させる。
【００５０】
　コリメータレンズ３３の移動により所定の適切な発散角とされた光ビームの大部分は、
第１のビームスプリッタ３４を透過して、第１の開口フィルタ４１により開口制限され、
対物レンズ３２により、光ディスク２の信号記録面２ａに集光される。
【００５１】
　光ディスク２の信号記録面２ａに集光された光ビームは、信号記録面２ａで反射し、対
物レンズ３２、第１のビームスプリッタ３４を通過して、コリメータレンズ４４により収
束されて、第２のビームスプリッタ３５により光路を入射光から分岐されて光検出器３６
により検出される。
【００５２】
　アクチュエータ駆動回路４５は、光検出器３６で検出された検出信号により、収差補正
回路４４で生成された収差補正信号を受けて、アクチュエータ４０を駆動させる。アクチ
ュエータ４０は、光ディスク２の保護基板厚の誤差による球面収差がゼロとなるようにコ
リメータレンズ３３を移動させる。
【００５３】
　本発明を適用した光ピックアップ３は、光ディスクに集光される前の光ビームを第１の
ビームスプリッタで分離させ、この光ビームを制御用検出器でデフォーカス成分、すなわ
ち、発散状態を検出し、この検出信号により光ビームが信号記録面に適切に集光するよう
にコリメータレンズを移動させるので、例えば、振動・衝撃・温度変化等によりコリメー
タレンズを通過した光ビームの発散角が変化した場合にも、制御用検出器でコリメータレ
ンズを通過した光ビームの発散状態を検出して、コリメータレンズの移動により光ビーム
の発散角を適切にすることで光ディスクの信号記録面に適切に光ビームを集光させること
ができる。さらに、光ディスクからの戻り光を光検出器で検出し、コリメータレンズを移
動させることで、光ディスクの保護基板厚の誤差による球面収差を良好に補正することが
でき、安定したフォーカシング信号を得ることができる。
【００５４】
　すなわち、本発明を適用した光ピックアップ３は、例えば、保護基板厚が０．１ｍｍで
波長４０５ｎｍ程度の光ビームを記録再生光として使用する高密度記録が可能な光ディス
クに対して用いられた場合においても、信号記録面でのスポット品質の低下による球面収
差の補正に不具合等が発生することを防止できる。このように、本発明を適用した光ピッ
クアップ３は、制御用検出器により、光ディスクのスポット品質を向上させ、光検出器に
より保護基板厚の誤差による球面収差を補正するので、安定したフォーカシング信号が得
られ、良好な記録再生動作を可能とする。
【００５５】
　尚、光ピックアップ３において、発散角を変換する光学素子としてコリメータレンズ３
３を用いたが、これに限られるものではなく、例えば、ビームエキスパンダ等を用いても
よい。
【００５６】
　次に、発散角を変換する光学素子としてビームエキスパンダを用いた、図３に示す光ピ
ックアップ５０について説明する。尚、以下の説明において、上述した光ピックアップ３
と共通する部分については、共通の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００５７】
　本発明を適用した光ピックアップ５０は、図３に示すように、所定の波長の光ビームを
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出射する光源部３１と、この光源部３１から出射された光ビームを光ディスク２の信号記
録面２ａ上に集光する対物レンズ３２と、光源部３１と対物レンズ３２との間に設けられ
入射した光ビームの発散角を変換する光学素子としてビームエキスパンダ５３と、ビーム
エキスパンダ５３と対物レンズ３２との間に設けられ、ビームエキスパンダ５３から出射
された光ビームを対物レンズ３２に入射する光ビームから一部分離する第１のビームスプ
リッタ３４と、光源部３１とビームエキスパンダ５３との間に設けられ、光ディスクで反
射された戻り光の光路を出射光の光路から分岐させる第２のビームスプリッタ３５と、第
２のビームスプリッタ３５で分岐された戻り光を検出する光検出器３６とから構成されて
いる。
【００５８】
　ビームエキスパンダ５３は、負の屈折力を有する第１のレンズ５４と、正の屈折力を有
する第２のレンズ５５と、この第１のレンズ５４と第２のレンズ５５とを保持するレンズ
保持体５６とからなる。
【００５９】
　ビームエキスパンダ５３には、ビームエキスパンダ５３を光軸方向に移動されるアクチ
ュエータ５７が設けられている。ビームエキスパンダ５３は、アクチュエータ５７により
光軸方向に移動されることで、ビームエキスパンダ５３を通過した後の光ビームのパワー
収差を発生させる、すなわち通過した光ビームの発散角を変化させることができる。
【００６０】
　ビームエキスパンダ５３は、この発散角の変化により、光ディスク２の保護基板厚の誤
差等による球面収差を補正することができるとともに、この発散角の変化に伴うデフォー
カス成分により、振動、衝撃、温度変化等による焦点位置のズレを補正することができる
。
【００６１】
　また、光ピックアップ５０には、上述の光ピックアップ３と同様に、第１のビームスプ
リッタ３４により分離された光ビームを検出する制御用検出部３７と、第１のビームスプ
リッタ３４と制御用検出部３７との間に設けられ、第１のビームスプリッタ３４により分
離された光ビームを制御用検出器３７の受光面に集束させる光学素子３８と、光学素子３
８の入射側に設けられる第２の開口フィルタ４２とが設けられている。
【００６２】
　制御用検出器３７には、適切な条件の下ではビームエキスパンダ５３を通過して所定の
角度とされた光ビームが第１のビームスプリッタ３４により、一部分離されて光学素子３
８により適切に集光される。しかし、振動、衝撃、温度変化により、ビームエキスパンダ
５３を通過して発散角度が変化された光ビームは、第１のビームスプリッタ３４により、
一部分離されて、制御用検出器３７上に適切に集光せずにズレが生じる。制御用検出器３
７は、この内周部及び外周部における合焦位置のズレを検出することで、ビームエキスパ
ンダ５３を通過した光ビームのデフォーカス成分、すなわち、発散角度を検出することが
できる。
【００６３】
　光ピックアップ５０は、上述の光ピックアップ３と同様に、制御用検出器３７で検出さ
れた検出信号によりデフォーカス成分の発生を検出し、このデフォーカス成分の発生に伴
う収差の補正用の信号を生成する収差補正回路４４と、収差補正回路４４で生成された収
差補正用信号を受けてアクチュエータ５７を駆動させるアクチュエータ駆動回路４５とを
備える。アクチュエータ駆動回路４５は、制御用検出器３７で検出した光ビームのデフォ
ーカス成分、すなわち、発散角度のズレを検出した収差補正回路４４により生成された収
差補正用信号により、ビームエキスパンダ５３を、最適な位置、すなわち、光ビームの発
散角が所定の角度となるような位置に移動操作して、発散角度のズレ及びこれに伴う焦点
位置のズレがゼロとなる位置に移動させる。
【００６４】
　また、光ピックアップ５０は、光検出器３６で検出された検出信号より光ディスクの保
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護基板厚の誤差等による球面収差の発生を検出し、収差補正用の信号を生成する収差補正
回路４４及びアクチュエータ駆動回路４５により、アクチュエータ５７を駆動させて、球
面収差がゼロとなる位置にビームエキスパンダ５３を移動させる。
【００６５】
　次に、この光ピックアップ５０における、光源部から出射されたレーザ光の光路につい
て説明する。
【００６６】
　光源部３１から出射された光ビームは、ビームエキスパンダ５３の第１のレンズ５４及
び第２のレンズ５５により、発散角を変換されて対物レンズ３２側に出射される。ビーム
エキスパンダ５３により発散角を変換された光ビームは、第１のビームスプリッタ３４に
より、制御用検出器３７側にその一部が分離される。第１のビームスプリッタ３４により
分離された光ビームは、第２の開口フィルタ４２により開口制限され、光学素子３８によ
り、制御用検出器３７に集光される。
【００６７】
　制御用検出器３７は、対物レンズ３２に入射する光ビームから分離されたレーザ光を検
出し、このレーザ光のデフォーカス成分、すなわち、所定の角度からの光ビームの発散角
度のズレを検出する。アクチュエータ駆動回路４５は、制御用検出器３７で検出された検
出信号により、収差補正回路４４で生成された収差補正信号を受けて、アクチュエータ５
７を駆動させる。アクチュエータ５７は、デフォーカス成分が適正な値となるよう、すな
わち、光ディスク２の信号記録面に光ビームが適切に集光するようにビームエキスパンダ
５３を移動させる。
【００６８】
　ビームエキスパンダ５３の移動により所定の適切な発散角とされた光ビームの大部分は
、第１のビームスプリッタ３４を透過して、第１の開口フィルタ４１により開口制限され
、対物レンズ３２により、光ディスク２の信号記録面２ａに集光される。
【００６９】
　光ディスク２の信号記録面２ａに集光された光ビームは、信号記録面２ａで反射し、対
物レンズ３２、第１のビームスプリッタ３４を通過して、ビームエキスパンダ５３により
収束されて、第２のビームスプリッタ３５により光路を入射光から分岐されて光検出器３
６により検出される。
【００７０】
　アクチュエータ駆動回路４５は、光検出器３６で検出された検出信号により、収差補正
回路４４で生成された収差補正信号を受けて、アクチュエータ５７を駆動させる。アクチ
ュエータ５７は、光ディスク２の保護基板厚の誤差による球面収差がゼロとなるようにビ
ームエキスパンダ５３を移動させる。
【００７１】
　本発明を適用した光ピックアップ５０は、光ディスクに集光される前の光ビームを第１
のビームスプリッタで分離させ、この光ビームを制御用検出器でデフォーカス成分、すな
わち、発散状態を検出し、この検出信号により光ビームが信号記録面に適切に集光するよ
うにビームエキスパンダを移動させるので、例えば、振動・衝撃・温度変化等によりビー
ムエキスパンダを通過した光ビームの発散角が変化した場合にも、制御用検出器でビーム
エキスパンダを通過した光ビームの発散状態を検出して、ビームエキスパンダの移動によ
り光ビームの発散角を適切にすることで光ディスクの信号記録面に適切に光ビームを集光
させることができる。さらに、光ディスクからの戻り光を光検出器で検出し、ビームエキ
スパンダを移動させることで、光ディスクの保護基板厚の誤差による球面収差を良好に補
正することができ、安定したフォーカシング信号を得ることができる。
【００７２】
　すなわち、本発明を適用した光ピックアップ５０は、例えば、保護基板厚が０．１ｍｍ
で波長４０５ｎｍ程度の光ビームを記録再生光として使用する高密度記録が可能な光ディ
スクに対して用いられた場合においても、信号記録面でのスポット品質の低下による球面
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収差の補正に不具合等が発生することを防止できる。このように、本発明を適用した光ピ
ックアップ５０は、制御用検出器により、光ディスクのスポット品質を向上させ、光検出
器により保護基板厚の誤差による球面収差を補正するので、安定したフォーカシング信号
が得られ、良好な記録再生動作を可能とする。
【００７３】
　尚、上述のビームエキスパンダ５３は、負の屈折力を有する第１のレンズと、正の屈折
力を有する第２のレンズとを有し、ビームエキスパンダ全体をアクチュエータにより駆動
させる構成としたが、これに限られるものではなく、正及び負の屈折力を有するレンズを
各１枚以上有すればよく、また、１枚以上のレンズがアクチュエータにより駆動されて通
過する光ビームの発散角を変換すれように構成すればよい。
【００７４】
　また、光ピックアップ３及び光ピックアップ５０では、発散角を変換する光学素子とこ
の移動手段であるアクチュエータを設ける構成としたが、これに限られるものではなく、
例えば、屈折力を可変可能な屈折力可変素子を設けるように構成してもよい。
【００７５】
　次に、屈折力可変素子を用いた、図４に示す光ピックアップ６０について説明する。尚
、以下の説明において、上述した光ピックアップ３と共通する部分については、共通の符
号を付して詳細な説明は省略する。
【００７６】
　本発明を適用した光ピックアップ６０は、図４に示すように、所定の波長の光ビームを
出射する光源部３１と、この光源部３１から出射された光ビームを光ディスク２の信号記
録面２ａ上に集光する対物レンズ３２と、光源部３１と対物レンズ３２との間に設けられ
入射した光ビームの屈折力を可変する屈折力可変素子６３と、屈折力可変素子６３と対物
レンズ３２との間に設けられ、屈折力可変素子６３から出射された光ビームを対物レンズ
３２に入射する光ビームから一部分離する第１のビームスプリッタ３４と、光源部３１と
屈折力可変素子６３との間に設けられ、光ディスクで反射された戻り光の光路を出射光の
光路から分岐させる第２のビームスプリッタ３５と、第２のビームスプリッタ３５で分岐
された戻り光を検出する光検出器３６とから構成されている。
【００７７】
　屈折力可変素子６３は、屈折力を可変することにより球面収差を補正するものであり、
液晶光学素子が用いられる。この屈折力可変素子６３は、透明電極が形成された２枚のガ
ラス基板によって液晶分子を挟んで形成されている。そして、各透明電極にそれぞれ駆動
電圧を印加すると、印加された電圧による電界に従って液晶分子の配向が偏倚され、これ
により屈折力可変素子６３を透過するレーザ光の屈折率を任意に変更する。すなわち、屈
折力可変素子６３は、透過するレーザ光の発散角を変換することができ、屈折率を変更す
ることで、この発散角の変換量、パワー収差を任意に変化させることができる。
【００７８】
　屈折力可変素子６３は、この発散角の変化により、光ディスク２の保護基板厚の誤差等
による球面収差を補正することができるとともに、振動、衝撃、温度変化等による焦点位
置のズレを補正することができる。
【００７９】
　また、光ピックアップ６０には、上述の光ピックアップ３と同様に、第１のビームスプ
リッタ３４により分離された光ビームを検出する制御用検出部３７と、第１のビームスプ
リッタ３４と制御用検出部３７との間に設けられ、第１のビームスプリッタ３４により分
離された光ビームを制御用検出器３７の受光面に集束させる光学素子３８と、光学素子３
８の入射側に設けられる第２の開口フィルタ４２とが設けられている。
【００８０】
　制御用検出器３７は、屈折力可変素子６３を通過した光ビームの光量を検出することで
デフォーカス成分を検出することができる。この制御用検出器３７には、適切な条件の下
では屈折力可変素子６３を通過して所定の角度とされた光ビームが第１のビームスプリッ
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タ３４により、一部分離されて光学素子３８により適切に集光される。しかし、温度変化
等により、屈折力可変素子６３を通過して発散角度が変化された光ビームは、第１のビー
ムスプリッタ３４により、一部分離されて、制御用検出器３７上に適切に集光せずにズレ
が生じる。制御用検出器３７は、この内周部及び外周部における合焦位置のズレを検出す
ることで、屈折力可変素子６３を通過した光ビームのデフォーカス成分、すなわち、発散
角度を検出することができる。
【００８１】
　光ピックアップ６０は、光ピックアップ３と同様に、制御用検出器３７で検出された検
出信号によりデフォーカス成分の発生を検出し、このデフォーカス成分に伴う収差の補正
用の信号を生成する収差補正回路４４と、収差補正回路４４で生成された収差補正信号を
受けて屈折力可変素子６３に印加される電圧を制御する屈折力可変素子制御回路６４とを
備える。そして屈折力可変素子６３は、制御用検出器３７で検出した光ビームのでフォー
カス成分、すなわち、発散角度のズレを検出した収差補正回路４４によって生成された収
差補正信号を受けて、屈折力可変素子制御回路６４によってガラス基板の透明電極に印加
される電圧が制御され、発散角度のズレ及びこれに伴う焦点位置のズレがゼロとなるよう
に屈折率が可変される。
【００８２】
　また、光ピックアップ６０は、光検出器３６で検出された検出信号より光ディスクの保
護基板厚の誤差等による球面収差の発生を検出し、収差補正用の信号を生成する収差補正
回路４４及び屈折力可変素子制御回路６４により、ガラス基板の透明電極に印加される電
圧が制御され、球面収差がゼロとなるように屈折力可変素子６３の屈折率が可変される。
【００８３】
　次に、この光ピックアップ６０における、光源部から出射されたレーザ光の光路につい
て説明する。
【００８４】
　光源部３１から出射された光ビームは、屈折力可変素子６３により、屈折されて発散角
を変換されて対物レンズ３２側に出射される。屈折力可変素子６３により発散角を変換さ
れた光ビームは、第１のビームスプリッタ３４により、制御用検出器３７側にその一部が
分離される。第１のビームスプリッタ３４により分離された光ビームは、第２の開口フィ
ルタ４２により開口制限され、光学素子３８により、制御用検出器３７に集光される。
【００８５】
　制御用検出器３７は、対物レンズ３２に入射する光ビームから分離されたレーザ光を検
出し、このレーザ光のデフォーカス成分、すなわち、所定の角度からの光ビームの発散角
度のズレを検出する。屈折力可変素子制御回路６４は、制御用検出器３７で検出された検
出信号により、収差補正回路４４で生成された収差補正信号を受けて、デフォーカス成分
である発散角が適正な値となるよう、すなわち、光ディスク２の信号記録面に光ビームが
適切に集光するように屈折力可変素子６３の屈折力を変化させる。
【００８６】
　屈折力が変更された屈折力可変素子６３により適切な発散角とされた光ビームの大部分
は、第１のビームスプリッタ３４を透過して、第１の開口フィルタ４１により開口制限さ
れ、対物レンズ３２により、光ディスク２の信号記録面２ａに集光される。
【００８７】
　光ディスク２の信号記録面２ａに集光された光ビームは、信号記録面２ａで反射し、対
物レンズ３２、第１のビームスプリッタ３４を通過して、屈折力可変素子６３により収束
されて、第２のビームスプリッタ３５により光路を入射光から分岐されて光検出器３６に
より検出される。
【００８８】
　屈折力可変素子制御回路６４は、光検出器３６で検出された検出信号により、収差補正
回路４４で生成された収差補正信号を受けて、屈折力可変素子６３の屈折力を変化させる
。
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【００８９】
　本発明を適用した光ピックアップ６０は、光ディスクに集光される前の光ビームを第１
のビームスプリッタで分離させ、この光ビームを制御用光検出器でデフォーカス成分、す
なわち、発散状態を検出し、この検出信号により光ビームが信号記録面に適切に集光する
ように屈折力可変素子の屈折力を変化させるので、例えば、温度変化等により屈折力可変
素子を通過した光ビームの発散角が変化した場合にも、制御用検出器で屈折力可変素子で
屈折された光ビームの発散状態を検出して、屈折力可変素子の屈折力を変化させることで
光ビームの発散角を適切して、光ディスクの信号記録面に適切に光ビームを集光させるこ
とができる。さらに、光ディスクからの戻り光を光検出器で検出し、屈折力可変素子の屈
折力を変化させることで、光ディスクの保護基板厚の誤差等による球面収差を良好に補正
でき、安定したフォーカシング信号を得ることができる。
【００９０】
　すなわち、本発明を適用した光ピックアップ６０は、例えば、保護基板厚が０．１ｍｍ
で波長４０５ｎｍ程度の光ビームを記録再生光として使用する高密度記録が可能な光ディ
スクに対して用いられた場合においても、信号記録面でのスポット品質の低下による球面
収差の補正に不具合等が発生することを防止できる。このように、本発明を適用した光ピ
ックアップ６０は、制御用検出器により、光ディスクのスポット品質を向上させ、光検出
器により保護基板厚の誤差による球面収差を補正するので、安定したフォーカシング信号
が得られ、良好な記録再生動作を可能とする。
【００９１】
　尚、上述の光ピックアップ３、光ピックアップ５０、及び、光ピックアップ６０におい
て、制御用検出器３７は、ＦＡＰＣ（Ｆｒｏｎｔ　Ａｕｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）として用いることができる。
【００９２】
　例えば、光ピックアップ３において、制御用検出器３７をＦＡＰＣとして用いる場合に
は、第２の開口フィルタ４２として第１の開口フィルタ４１と等価のフィルタを用いる。
この光ピックアップにおいては、コリメータレンズ３３の移動によりデフォーカス成分、
すなわち、光ビームの発散角度が変化して、第１の開口フィルタ４１を通過する光束量が
変化したとしても、このＦＡＰＣとして機能する制御用検出器３７の検出信号により、光
源部３１の出力パワーを変更することで、ディスク２の信号記録面２ａ、及び、光検出器
３６での光量変化を防止することができる。
【００９３】
　また、上述の光ピックアップ３、光ピックアップ５０及び光ピックアップ６０において
、制御用検出器３７は、光源部３１から出射される光ビームのノイズ成分を検出し、光検
出器３６で検出される、情報信号からノイズ成分を相殺するように構成してもよい。制御
用検出器３７によりレーザノイズ成分を検出するように構成した光ピックアップは、レー
ザノイズ成分が除去されて、良好な記録再生信号を得ることができる。
【００９４】
　また、上述の光ピックアップ３、光ピックアップ５０及び光ピックアップ６０において
、光源部が１種類の波長の光ビームを出射するものとして説明したが、異なる２又は３種
類の波長の光ビームを出射する２又は３の出射部を有する光源部を備えた２波長互換、３
波長互換の光ピックアップとしてもよい。この場合、第１の開口フィルタ４１及び対物レ
ンズ３２として波長に応じた互換性を有するものが用いられる。この光ピックアップは、
コリメータレンズ３３及び制御用検出器３７によりデフォーカス成分を検出し、調整する
ことで保護基板厚が異なる複数種類の光ディスクに対しても適切に信号記録面に光ビーム
を集光させることができ、その後に、光検出器３６の検出信号により球面収差を良好に補
正することができる。
【００９５】
　また、上述の光ピックアップ３、光ピックアップ５０及び光ピックアップ６０の光学系
のうち、同一又は異なる２種類の光学系を組み合わせて、制御用検出器及び対物レンズを
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共用するように構成してもよい。
【００９６】
　次に、光ピックアップ３に光源及び発散角を変換する光学素子を追加して複数種類の光
ディスクに対応するように構成した、図５に示す光ピックアップ７０について説明する。
尚、以下の説明において、上述した光ピックアップ３と共通する部分については、共通の
符号を付して詳細な説明は、省略する。
【００９７】
　本発明を適用した光ピックアップ７０は、保護基板厚が０．１ｍｍで波長４０５ｎｍ程
度の光ビームを記録再生光として使用する高密度記録が可能な第１の光ディスク１１と、
保護基板厚が０．６ｍｍで波長６５５ｎｍ程度の光ビームを記録再生光として使用するＤ
ＶＤ等の第２の光ディスク１２と、保護基板厚が１．２ｍｍで波長７８５ｎｍ程度の光ビ
ームを記録再生光として使用するＣＤ等の第３の光ディスク１３に対して信号の記録再生
を行うものである。
【００９８】
　光ピックアップ７０は、図５に示すように、波長４０５ｎｍ程度の第１の波長の光ビー
ムを出射する第１の出射部を有する第１の光源部７１と、波長６５５ｎｍ程度の第２の波
長の光ビームを出射する第２の出射部と、波長７８５ｎｍ程度の第３の波長の光ビームを
出射する第３の出射部とを有する第２の光源部７２と、第１の光源部７１及び第２の光源
部７２から出射された光ビームを光ディスク２の信号記録面２ａ上に集光する対物レンズ
７３と、第１の光源部７１と対物レンズ７２との間に設けられ、入射した光ビームの発散
角を変換する光学素子として第１のコリメータレンズ７４と、第２の光源部７２と対物レ
ンズ７２との間に設けられ、入射した光ビームの発散角を変換する光学素子として第２の
コリメータレンズ７５と、第１のコリメータレンズ７４と対物レンズ７３との間に設けら
れ、第１のコリメータレンズ７４から出射された光ビームを対物レンズ７３に入射する光
ビームから一部分離するとともに、第２のコリメータレンズ７４から出射された光ビーム
を対物レンズ７２に入射する光ビームから一部分離する第１のビームスプリッタ７６と、
第１の光源部７１と第１のコリメータレンズ７４との間に設けられ、光ディスク２で反射
された戻り光の光路を出射光の光路から分岐させる第２のビームスプリッタ７７と、第２
の光源部７２と第２のコリメータレンズ７５との間に設けられ、光ディスクで反射された
戻り光の光路を出射光の光路から分岐させる第３のビームスプリッタ７８と、第２のビー
ムスプリッタ７７で分岐された戻り光を検出する第１の光検出器８１と、第３のビームス
プリッタ７８で分岐された戻り光を検出する第２の光検出器８２とから構成されている。
【００９９】
　第１のコリメータレンズ７４及び第２のコリメータレンズ７５は、上述の光ピックアッ
プ３を構成するコリメータレンズ３３と同様の機能を有し、それぞれ、第１又は第２のコ
リメータレンズ７４，７５を光軸方向に移動させる第１のアクチュエータ８３及び第２の
アクチュエータ８４とが設けられている。第１及び第２のコリメータレンズ７４，７５は
、第１及び第２のアクチュエータ８３，８４により光軸方向に移動されることで、第１及
び第２コリメータレンズ７４，７５を通過した後の光ビームの発散角を変化させることが
できる。
【０１００】
　対物レンズ７３の入射側には、対物レンズ７３に入射する光ビームの開口制限を行う開
口制限素子として第１の開口フィルタ８５が設けられる。第１の開口フィルタ８５は、波
長により開口径が変化する波長依存性を有するものであり、第１の波長に対して０．８５
であり、第２の波長に対して０．６０であり、第３の波長に対して０．４５となるように
されており、例えば、ホログラム等からなる。対物レンズ７３は、第１又は第２のコリメ
ータレンズ７４，７５により発散角を変換され、第１の開口フィルタ８５により開口制限
された光ビームを光ディスク２の信号記録面２ａに集光することができる。
  また、光ピックアップ７０には、第１のビームスプリッタ７６により分離された光ビー
ムを検出する制御用検出器８８と、第１のビームスプリッタ７６と制御用検出部８８との
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間に設けられ、第１のビームスプリッタ７６により分離された光ビームを制御用検出器８
８の受光面に集束させる光学素子８７と、光学素子８７の入射側に設けられる第２の開口
フィルタ８６とが設けられている。
【０１０１】
　制御用検出器８８は、上述の制御用検出器３７と同様の機能を有し、第１又は第２のコ
リメータレンズ７４，７５を通過した光ビームの光量を検出することでデフォーカス成分
を検出することができる。制御用検出器８８は、第１のビームスプリッタ７６により、一
部分離された光ビームの焦点ズレを検出することで、第１又は第２のコリメータレンズ７
４，７５を通過した光ビームのでフォーカス成分、すなわち、発散角度を検出することが
できる。
【０１０２】
　光ピックアップ７０は、制御用検出器８８で検出された検出信号によりデフォーカス成
分の発生を検出し、このデフォーカス成分の発生に伴う収差の補正用の信号を生成する収
差補正回路９０と、収差補正回路９０で生成された収差補正用信号を受けて第１又は第２
のアクチュエータ８３，８４を駆動させるアクチュエータ駆動回路９１とを備える。
【０１０３】
　アクチュエータ駆動回路９１は、ディスク種類判別部２２からの検出信号に応じて、デ
ィスクの種類に対応した第１又は第２のアクチュエータ８３，８４を駆動して、ディスク
の種類に対応した位置に第１又は第２のコリメータレンズ７４，７５を移動させる。
【０１０４】
　アクチュエータ駆動回路９１は、制御用検出器８８で検出された光ビームのデフォーカ
ス成分、すなわち、発散角度のズレを検出した収差補正回路９０により生成された収差補
正用信号により、第１又は第２のコリメータレンズ７４，７５を、最適な位置、すなわち
、光ビームの発散角が所定の角度となるような位置に移動操作して、発散角度のズレ及び
これに伴う焦点位置のズレがゼロとなる位置に移動させる。
【０１０５】
　また、光ピックアップ７０は、第１又は第２の光検出器８１，８２で検出された検出信
号より光ディスクの保護基板厚の誤差等による球面収差の発生を検出し、収差補正用の信
号を生成する収差補正用回路９０及びアクチュエータ駆動回路９１により、第１又は第２
のアクチュエータ８３，８４を駆動させて、球面収差をゼロとなる位置に第１又は第２の
コリメータレンズ７４，７５を移動させる。
【０１０６】
　次に、この光ピックアップ７０における、第１及び第２の光源部７１，７２から出射さ
れたレーザ光の光路について説明する。
【０１０７】
　光ディスク２が第１の光ディスク１１であることを検出したディスク種類判別部２２に
より、第１の光源部７１から第１の波長の光ビームが出射される。
【０１０８】
　第１の光源部７１から出射された光ビームは、第１のコリメータレンズ７４により、発
散角を変換されて対物レンズ７３側に出射される。第１のコリメータレンズ７４により発
散角を変換された光ビームは、第１のビームスプリッタ７６により、その一部が分離され
て制御用検出器８８側に反射される。第１のビームスプリッタ７６により分離された光ビ
ームは、第２の開口フィルタ８６により開口制限され、光学素子８７により、制御用検出
器８８に集光される。
【０１０９】
　制御用検出器８８は、対物レンズ７３に入射する光ビームから分離されたレーザ光を検
出し、このレーザ光のデフォーカス成分、すなわち、所定の角度からの光ビームの発散角
のズレを検出する。アクチュエータ駆動回路９１は、制御用検出器８８で検出された検出
信号により、収差補正回路９０で生成された収差補正信号を受けて、第１のアクチュエー
タ８３を駆動させる。第１のアクチュエータ８３は、デフォーカス成分が適正な値となる
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よう、すなわち、第１の光ディスク１１の信号記録面１１ａに光ビームが適切に集光する
ように第１のコリメータレンズ７４を移動させる。
【０１１０】
　第１のコリメータレンズ７４の移動により所定の適切な発散角とされた光ビームの残り
の一部は、第１のビームスプリッタ７６を透過して、第１の開口フィルタ８５により開口
制限され、対物レンズ７３により、第１の光ディスク１１の信号記録面１１ａに集光され
る。
【０１１１】
　光ディスク１１の信号記録面１１ａに集光された光ビームは、信号記録面１１ａで反射
し、対物レンズ７３、第１のビームスプリッタ７６を透過して、第１のコリメータレンズ
７４により収束されて、第２のビームスプリッタ７７により光路を入射光から分岐されて
第１の光検出器８１により検出される。
【０１１２】
　アクチュエータ駆動回路９１は、第１の光検出器８１で検出された検出信号により、収
差補正回路９０で生成された収差補正信号を受けて、第１のアクチュエータ８３を駆動さ
せる。第１のアクチュエータ８３は、光ディスク２の保護基板厚の誤差による球面収差が
ゼロとなるように第１のコリメータレンズ７４を移動させる。
【０１１３】
　光ディスク２が第２又は第３の光ディスク１２，１３であることを検出したディスク種
類判別部２２により、第２の光源部７２から第２又は第３の波長の光ビームが出射される
。
【０１１４】
　第２の光源部７２から出射された光ビームは、第２のコリメータレンズ７５により、発
散角を変換されて第１のビームスプリッタ７６側に出射される。
【０１１５】
　第２のコリメータレンズ７５は、ディスク種類判別部２２により検出された信号により
、第２のアクチュエータ８４を駆動して、第２又は第３の光ディスク１２，１３に対応し
た所定の位置に移動される。
【０１１６】
　第２のコリメータレンズ７５により発散角を変換された光ビームは、第１のビームスプ
リッタ７６により、その一部が分離されて制御用検出器８８側に透過されてる。第１のビ
ームスプリッタ７６により分離された光ビームは、第２の開口フィルタ８６により開口制
限され、光学素子８７により、制御用検出器８８に集光される。
【０１１７】
　制御用検出器８８は、対物レンズ７３に入射する光ビームから分離されたレーザ光を検
出し、このレーザ光のデフォーカス成分、すなわち、所定の角度からの光ビームの発散角
のズレを検出する。アクチュエータ駆動回路９１は、制御用検出器８８で検出された検出
信号により、収差補正回路９０で生成された収差補正信号を受けて、第２のアクチュエー
タ８４を駆動させる。第２のアクチュエータ８４は、デフォーカス成分が適正な値となる
よう、すなわち、光ディスク２の信号記録面２ａに光ビームが適切に集光するように第２
のコリメータレンズ７５を移動させる。
【０１１８】
　第２のコリメータレンズ７５の移動により所定の適切な発散角とされた光ビームの残り
の一部は、第１のビームスプリッタ７６で反射されて、第１の開口フィルタ８５により開
口制限され、対物レンズ７３により、第２又は第３の光ディスク１２，１３の信号記録面
１２ａ，１３ａに集光される。
【０１１９】
　第２又は第３の光ディスクの信号記録面１２ａ、１３ａに集光された光ビームは、信号
記録面１２ａ，１３ａで反射し、対物レンズ７３、第１のビームスプリッタ７６で反射さ
れて、第２のコリメータレンズ７５により収束されて、第３のビームスプリッタ７８によ
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り光路を入射光から分岐されて第２の光検出器８２により検出される。
【０１２０】
　アクチュエータ駆動回路９１は、第２の光検出器８２で検出された検出信号により、収
差補正回路９０で生成された収差補正信号を受けて、第２のアクチュエータ８４を駆動さ
せる。第２のアクチュエータ８４は、光ディスク２の保護基板厚の誤差による球面収差が
ゼロとなるように第２のコリメータレンズ７５を移動させる。
【０１２１】
　本発明を適用した光ピックアップ７０は、光ディスクに集光される前の光ビームを第１
のビームスプリッタで分離させ、この光ビームを制御用検出器でデフォーカス成分、すな
わち、発散状態を検出し、この検出信号により光ビームが信号記録面に適切に集光するよ
うにコリメータレンズを移動させるので、例えば、振動・衝撃・温度変化等によりコリメ
ータレンズを通過した光ビームの発散角が変化した場合にも、制御用検出器でコリメータ
レンズを通過した光ビームの発散状態を検出して、コリメータレンズの移動により光ビー
ムの発散角を適切にすることで光ディスクの信号記録面に適切に光ビームを集光させるこ
とができる。さらに、光ディスクからの戻り光を光検出器で検出し、コリメータレンズを
移動させることで、光ディスクの保護基板厚の誤差による球面収差を良好に補正すること
ができ、安定したフォーカシング信号を得ることができる。
【０１２２】
　すなわち、本発明を適用した光ピックアップ７０は、例えば、保護基板厚が０．１ｍｍ
で波長４０５ｎｍ程度の光ビームを記録再生光として使用する高密度記録が可能な光ディ
スクを含めた複数種類の光ディスクに対して、それぞれの信号記録面でのスポット品質の
低下による球面収差の補正に不具合等が発生することを防止できる。このように、本発明
を適用した光ピックアップ７０は、制御用検出器により、光ディスクのスポット品質を向
上させ、光検出器により保護基板厚の誤差による球面収差を補正するので、安定したフォ
ーカシング信号が得られ、良好な記録再生動作を可能とする。
【０１２３】
　また、本発明を適用した光ピックアップ７０は、異なるフォーマットの３種類の光ディ
スクに対して、信号記録面に適切に光ビームを集光させ、さらに、ディスク保護基板厚の
誤差による球面収差についても良好に補正することができるので、３波長互換の光ピック
アップを実現するとともに、対物レンズ、制御用検出器等の光学部品を共通化しているの
で、小型化を実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明は、上述したディスクフォーマット以外に対しても適用可能である。例えば、光
ディスクは、光変調記録を用いた種々の方式の記録再生ディスク、いわゆる光磁気記録、
相変化記録及び色素記録等を含む光ディスク、具体的には「ＣＤ－Ｒ／ＲＷ」、「ＤＶＤ
－ＲＡＭ」、「ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ」、「ＤＶＤ＋ＲＷ」等、又は、各種光磁気記録媒体で
あってもよい。光ディスクは、記録層上における最適な記録及び／又は再生光パワーが異
なる少なくとも２以上の記録領域に記録層が分割された光ディスク、複数の記録層が透明
基板を介して積層された光ディスクであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明を適用した記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明を適用した光ピックアップの光学系の例を説明する構成図である。
【図３】本発明を適用した光ピックアップの光学系の他の例を説明する構成図である。
【図４】屈折力可変素子を用いた光ピックアップの光学系の例を説明する構成図である。
【図５】本発明を適用した光ピックアップの更に他の例を説明する構成図である。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　記録再生装置、　２　光ディスク、　３　光ピックアップ、　４　スピンドルモー
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タ、　５　送りモータ、　９　サーボ制御回路、　３１　光源部、　３２　対物レンズ、
　３３　コリメータレンズ、　３４　第１のビームスプリッタ、　３５　第２のビームス
プリッタ、　３６　光検出器、　３７　制御用検出部、　３８　光学素子、　４０　アク
チュエータ、　４１　第１の開口フィルタ、　４２　第２の開口フィルタ、　４４　収差
補正回路、　４５　アクチュエータ駆動回路、

【図１】 【図２】
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